
 
 
 

「ＶＦＭに関するガイドライン」改正案 
 

 

注：下線部を追加する改正案で、削除部分はありません。 

関連部分のみ抜粋してあります。 

 

 

一 ＶＦＭ評価の基本的な考え方 

３ ＶＦＭ評価を行う時点等 

(1) ＶＦＭの評価は、基本方針に従い、特定事業の選定に当たって必ず行われなければな

らない。 

(2) また、上記１(10)で述べたとおり、ＶＦＭ評価は事業の企画、特定事業評価、事業者

選定の各段階において実践を試み、事業のスキームについて検討を深めつつ、改善を図

るべきものである。この意味では、導入可能性調査を実施する段階においてもＶＦＭ評

価を行うことが必要である。 

(3) また、事業者選定時点においても、(略) 

(4) ＶＦＭの評価に当たっては、下記二以降の事項に留意の上、その時点において算定が

可能である範囲において極力精度を確保するものとする。なお、この際、算定のために

多大な労力をかけ過ぎることのないよう留意する。一方で、漸次その客観性及び透明性

の向上を図るよう努めていくことが重要である。 

(5) 例えば、事務庁舎の整備等のＰＦＩ事業のように、施設整備業務の比重の大きい事業

や維持管理・運営業務の内容が定型的な事業であり、過去に同種事業の実績が数多く存

在するものについては、事業の企画段階（基本構想又は基本計画時点）においては、類

似の前提条件により算出された過去のＰＦＩ事業のＶＦＭの実績（以下「参考ＶＦＭ」

という。）や、過去の同種事業における実績値等を用いて算出したＶＦＭ（以下「簡易Ｖ

ＦＭ」という。）により客観的な評価が可能であると考えられる。また、特定事業評価の

段階においても、参考ＶＦＭや簡易ＶＦＭにより客観的な評価が可能であると考えられ、

精度向上を図る場合においても、予定価格の算出に必要な精度に合わせたＰＦＩ事業の

ＬＣＣの算定によりＶＦＭ評価を行うことが適当である。 

 

 

 

附 則 

本ガイドラインは、平成 26 年  月  日から施行する。 

資料１－４


